
a　できている（3点） ｂ　ほぼできている（2点） ｃ　まだ不十分（１点）

評価基準に対する視点がすべて実施できていた
場合に、チェックする。

評価基準に対する視点の内、８０％程
度できている場合にチェックする。

評価基準に対する視点が十分にできていな
い、または実施できていない場合にチェックす
る。

(1)通報・相談を受け、
緊急性の判断を行えて
いる。

　高齢者虐待に関する通報や相
談を受けた場合、速やかに緊急
性を判断し、高齢者虐待対応マ
ニュアルに沿って必要な支援を
行うことにより、虐待の重篤化を
防ぎ、被虐待高齢者及び養護者
の安定した生活を確保している
か評価します。

①通報・相談を受け、緊急の場合は、統括支援セ
ンターへつないでいる。

【用語定義】
緊急性の判断の時期について、
①相談･通報内容に関する緊急性の判断は受付
後即
②処遇を実施する緊急性の判断は事実確認後

通報･相談内容が「被虐待高齢者の生命・身体に
危険がある、又はその恐れがある」と判断した緊
急事例について、速やかに統括支援センターに
情報提供し、統括支援センターの助言･指導に
従って対応している。

―

通報･相談内容が「被虐待高齢者の生命・身
体に危険がある、又はその恐れがある」と判
断した緊急事例について、統括支援センター
につながなかった事例がある。

連絡表に統括支援センター
への情報提供及び助言･指
導を受けた内容の記録があ
る。

できている
　　　　　：３点
まだ不十分
　　　　　：１点

①高齢者虐待に関する相談・通報を受け、関係
者の協力を得て多面的に事実確認(安全確認)を
行っている。

通報者から提供された情報を基に、複数人での
訪問等により事実を確認するとともに、本人を取
り巻く関係者からも幅広く情報収集を行っている。

通報者から提供された情報に基づき、
ケアマネジャーや民生委員等にも情報
提供を求め、自らも訪問等により事実
確認を行っている。

通報者から提供された情報に基づき、関係者
から電話により事実確認を行っている。

関係者への事実確認の記
録がある。

②事実確認に基づき、課題を明確化している。
把握した情報に基づき、課題が個別・具体的に明
示されている。

―
把握した情報が不十分なため、課題の抽出が
十分でない。

経過記録に、確認事項を記
載している

③収集した情報を整理し、適切に｢虐待｣かどうか
を判断している。

関係者から多面的に収集した情報を整理し、必
要に応じて統括支援センター等の支援を受け、地
域包括支援センターの３職種が中心となり協議の
上、虐待の有無及び緊急性の判断をしている。

通報者及びケアマネジャー、民生委員
等から提供された情報を基に、地域包
括支援センターの３職種で協議の上、
虐待の有無及び緊急性の判断をして
いる。

通報者等から収集した情報を基に、地域包括
支援センターの担当者が、虐待の有無及び緊
急性の判断をしている。

虐待の有無を判断するに当
たっての記録がある。

①支援方針の決定に際し、関係機関の協力を得
て多面的に検討を行っている。

課題解決のため、必要に応じて本人を取り巻く関
係者(ケアマネジャーや介護サービス事業者、民
生委員)や、専門家(かかりつけ医や弁護士等)に
カンファレンスへの参加を求め、効果的な支援策
の検討を行っている。

ー
課題解決に向け、地域包括支援センターのみ
でカンファレンスを行い、効果的な支援策の検
討を行っている。

支援方針を決定のプロセス
の記録がある。

②短期・中期～長期の目標を設定し、その実現に
資する支援策を立てている。

短期目標及び中～長期目標について目標期間を
含め設定し、その実現に向けた具体的な支援策
を立てている。

ー
事実確認により把握した現在の課題を解決す
るための支援策を明らかにしているが、目標
期間を定めていない。

経過記録に、目標並びに支
援策を記録している

③本人だけでなく、養護者支援も視野に入れた支
援策となっている。

本人及び養護する家族等が抱える課題を幅広く
検証し、虐待の発生要因となっている課題を解消
するため、養護者に対しても適切な支援策を講じ
ている。

虐待の発生要因となっている課題を検
証し、養護者に課題がある場合は、そ
の課題解決に向けた支援策を講じて
いるが、不十分である。(課題の全てに
対応していない。）

養護者に課題があるにも関わらず、養護者に
対する支援策が講じられていない。

養護者の課題とその支援策
の記録がある

④支援策を実行する上で、関係者の役割を明確
化し、事案のキーパーソンを決定している。

支援策の検討を多面的に行い、各支援策の実施
に係る責任者を明確にするとともに、事案のキー
パーソンを決定している。

支援策の検討を多面的に行っている
が、各支援策の実施に係る責任者もし
くは事案のキーパーソンのいずれかが
明確である。

支援策の検討を多面的に行っているが、十分
な検討なしに責任者を決定しており、事案の
キーパーソンも未決定である。

責任者、キーパーソンが明
確であり、決定の経過の記
録がある。

⑤決定した支援策の効果を判断するために、進
捗状況に合わせて協議の場を設定している。

支援策を検討する際に、支援実施後の効果確認
のための次回の協議日程について統括支援セン
ターと調整しながら、地域包括支援センターが予
定にあわせ協議の場を設けている。

支援策を検討する際に、支援実施後
の効果確認のための次回の協議日程
を設定しているが、協議が日程より遅
れて行われていることがある。

支援策を検討する際に、支援実施後の効果確
認のための次回の協議日程を設定していな
い。

経過記録に記載している。

⑥必要に応じ、支援策の見直し（モニタリング）を
行っている。

必要に応じ、目標も含め見直し（モニタリング）を
行い、新たな目標実現のための具体的な支援策
を立てている。

ー
必要に応じ、目標の見直し（モニタリング）を
行っているが、新たな目標実現のための具体
的な支援策は立てていない。

経過記録に記載している。

⑦成年後見制度の市長申立や老人福祉法にお
ける措置が必要と判断された場合、統括支援セ
ンターへつないでいる。

成年後見制度の市長申立や老人福祉法におけ
る措置の必要性があると判断された支援困難な
事例について、統括支援センターにつなぎ、助
言、指示をもらう。

ー

成年後見制度の市長申立や老人福祉法にお
ける措置の必要性があると判断されても、事
実確認や家族調整がつくまでは、統括支援セ
ンターにつないでいない。

経過記録に記載している。

評価領域 Ⅲ　高齢者虐待・権利擁護対応

評価の内容 地域の高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活と人生を維持することができるよう、虐待発生またはそのおそれのある時に制度やサービスを有効活用するなど、ニーズに即した迅速な対応がなされているか。

評価分類 評価のねらい 評価項目
（評価分類に対する視点）

自己点検判断基準

判断材料又は
評価の方法

総合評価の
集約基準

１
　
高
齢
者
虐
待
・
権
利
擁
護
へ
の
対
応

(2)事実の把握ができ
ている。

　虐待の通報･相談を受け、緊急
性の有無や事実確認を行う際、
通報者の情報のみに頼ることな
く、自ら訪問等により状況を確認
するとともに、多面的な関係者・
機関から情報を収集し、事実関
係の把握に努めているかを評価
します。

できている
　　　　　：９～８点
ほぼできている
　　　　　：７～６点
まだ不十分
　　　　　：５～３点

(3)適切な支援方針が
決定できている。

　虐待が発生している要因を分
析し、被虐待高齢者のみなら
ず、養護者の課題解決も含め対
応することにより、高齢者及び養
護者の安全・安心な生活の維持
に資する支援策を講じているか
を評価します。

できている
　　　　：２１～１８点
ほぼできている
　　　　：１７～１４点
まだ不十分
　　　　：１３～７点

2
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a　できている（3点） ｂ　ほぼできている（2点） ｃ　まだ不十分（１点）

評価基準に対する視点がすべて実施できていた
場合に、チェックする。

評価基準に対する視点の内、８０％程
度できている場合にチェックする。

評価基準に対する視点が十分にできていな
い、または実施できていない場合にチェックす
る。

評価領域 Ⅲ　高齢者虐待・権利擁護対応

評価の内容 地域の高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活と人生を維持することができるよう、虐待発生またはそのおそれのある時に制度やサービスを有効活用するなど、ニーズに即した迅速な対応がなされているか。

評価分類 評価のねらい 評価項目
（評価分類に対する視点）

自己点検判断基準

判断材料又は
評価の方法

総合評価の
集約基準

①支援策が本人の課題解決(生活の質の向上)に
つながっている。

あらかじめ設定した時期に、本人に対する支援策
の効果を評価し、課題解決につながっているかを
確認している。

あらかじめ設定した時期を過ぎて、本
人に対する支援策の効果を評価し、課
題解決につながっているかを確認して
いる。

本人に対する支援策の効果を評価しておら
ず、課題解決につながっているか確認できて
いない。

経過記録に記載している。

②支援策が養護者の課題解決(生活の質の向上)
につながっている。

虐待をしていた養護者に対する支援策の効果を
評価し、課題解決につながっているかを確認して
いる。

虐待をしていた養護者に対する支援
策の効果を評価したところ、概ね課題
解決につながっている。

虐待をしていた養護者に対する支援策の効果
を評価したところ、まだ課題解決には至ってい
ない。

評価した内容を経過記録に
記載している。

③関係者が役割分担に従い、適切に支援を行っ
ている(キーパーソンの支援の実施状況把握含
む)。

支援策の検討会議において、それぞれの支援策
の実施責任者及びキーパーソンを明確にし、定
期的に効果評価を行っている。

支援策の検討会議において、それぞ
れの支援策の実施責任者及びキー
パーソンを決定しているが、定期的な
効果評価は行っていない。

支援策の検討会議において、支援策の実施責
任者及びキーパーソンが明確化されていない
ケースがあり、効果評価も行っていない。

評価内容を経過記録に記載
している。

①支援策が課題解決につながっていない場合、
必要に応じて支援策の見直しを行っている。

支援策の効果評価を行い、十分な効果が上がっ
ていない場合は、再度、関係者から情報収集し、
課題解決に至っていない理由を整理して、その課
題を解決するため関係者間で協議を行い、役割
分担の上、新たな支援策を講じている。

－

支援策の効果評価を行い、十分な効果が上
がっていない場合に、再度、課題を解決するた
め関係者間での協議や支援策を講じていな
い。

経過記録に記載している。

②支援を終了する際、再発防止策を講じている。

支援によって目標を達成した場合は、キーパーソ
ンを決定して、再び異変が起きたときには地域包
括支援センターへ通報が入る仕組み（見守り体
制）を構築してケースを終了している。

支援によって目標を達成した場合は、
再び異変が起きたときには地域包括
支援センターへ通報が入る仕組み（見
守り体制）を構築してケースを終了して
いる。

支援によって目標を達成したことを確認して、
ケースを終了している。

経過記録に記載している。

１
　
高
齢
者
虐
待
・
権
利
擁
護
へ
の
対
応

(4)課題解決につなが
る支援が実施できてい
る。

　虐待にいたっている本人及び
養護者の課題を整理し、それぞ
れの課題解決に効果的な支援
策を講じることができているかを
評価します。

できている
　　　　　：９～８点
ほぼできている
　　　　　：７～６点
まだ不十分
　　　　　：５～３点

(5)必要に応じて支援
計画の見直しを行って
いる。

　虐待にいたっている本人及び
養護者の課題解決にむけた支
援策を講じた後、定期的に効果
評価を行い、効果が見込めない
場合、再度課題を整理し、改善
のための支援策を検討している
か。
　また、その際に、課題解決のた
めに専門機関やその他の関係
者との連携の必要性についても
検討しているかを評価します。

できている：６点
ほぼできている
　　　　　：５～４点
まだ不十分
　　　　　：３～２点2
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